
郵便で戸籍謄抄本等を取り寄せるには？ 

  

次の（１）～（４）を同封のうえご請求ください。 

（１）請求書 

次ページの戸籍謄抄本等郵送交付請求書に必要事項をご記入ください。（その他様式でも可） 

○請求することができる方について 

（Ａ）戸籍に記載されている本人、配偶者（夫、妻）、直系尊属（父母、祖父母等）、 

または直系卑属（子、孫等）。 

（Ｂ）自己の権利の行使または義務の履行のために必要がある方。 

（Ｃ）国または地方公共団体の機関に提出する正当な理由がある方。 

（Ｄ）その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方。 

 

（２）手数料 

・戸籍謄(抄)本        １通 ４５０円   ・戸籍附票の謄(抄)本             １通 ２００円 

・除籍謄(抄)本        １通 ７５０円   ・身分証明書 (本人以外は委任状が必要) １通 ２００円 

・改製原戸籍謄(抄)本  １通 ７５０円   ・独身証明書 (本人のみ請求可)       1通 ２００円 

※手数料は、郵便局で定額小為替を購入してください。（切手・収入印紙などは取り扱えません。) 

※お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍の通数は人によって異なり 

ます。通数の確認は、戸籍係（0968-86-5723）までお問い合わせください。 
 

（３）本人確認書類 

運転免許証、保険証、住民基本台帳カードなど身分証明書の写しを同封してください。 

（請求者本人の氏名、住所地が確認できるもの） 
 

（４）返信用封筒 

返信用封筒に請求者の住所・氏名を書いて、返送用切手を貼付（同封）してください。 

（複数の通数を請求する場合は、切手を多めに入れてください。） 

なお、速達、簡易書留をご希望の場合はその旨を記入し、切手を追加してください。 

※原則として請求者の住所地へ送付します。（勤務先への送付はできません。） 

住所地以外への送付を希望される方は、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お問い合わせ・送付先》 

〒８６５－０１９２(専用郵便番号)   

熊本県玉名郡和水町江田３８８６番地 

和水町役場 税務住民課 戸籍係 

（ＴＥＬ  ０９６８-８６-5723） 

865-0192 
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（１） 請求書 

（２） 手数料（定額小為替） 

（３） 本人確認書類 

（免許証、保険証、住基カード等のコピー） 

（４） 返信用封筒（切手貼付または同封） 



戸籍謄抄本等郵送交付請求書 

和水町長 様                                       平成     年   月   日 

必 要 な 

証 明 書 の 

種類と通数 

証 明 書 種 類 手数料 必要数 証 明 書 種 類 手数料 必要数 

全部事項証明(戸籍謄本) 450円 通 戸籍附票の謄本 200円 通 

一部事項証明(戸籍抄本) 450円 通 戸籍附票の抄本 200円 通 

除籍・改正原戸籍謄本 750円 通 身分証明書 200円 通 

除籍・改正原戸籍抄本 750円 通 その他（      ）  通 

※お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍の通数は人によって異なります。 

通数（それによる金額）の確認は、戸籍係（0968-86-5723）までお問い合わせください。 

 

最近２週間以内に戸籍の届出をされた方はご記入ください。 

（  月  日    市区町村に届出）出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・その他（        ） 

※本籍地に誤りがあると交付できない場合がありますので、正確に記入してください。 

必要な証明

書の内容 

本 籍 熊本県玉名郡和水町                     番地 

筆頭者 

氏 名 
 

必要な人

の氏名 
生年月日     年  月  日 

請求理由 
（例：パスポート申請のため、相続のため等） 

 

必要事項 
（例：出生から死亡までの記載のあるもの、兄弟全員の氏名の記載があるもの等） 

 

 

請 求 者 の 

住所・氏名 

住 所 

〒 

 

昼間連絡がとれる電話番号           （         ） 

氏 名 
（ふりがな）                              

 

                                ㊞ 

必要な人と

の続柄 

本人・配偶者・子 

その他（     ） 

※請求することができる方Ａ～Ｄ（別紙記載）に該当しない方からの請求の場合は、委任状が必要です。 

 

同封書類 

 □ 定額小為替              円        □ 宛先を記入した返信用封筒 

 □ 返信用切手              円        □ 本人確認書類のコピー 

□ 委任状（必要な場合） 

 

注 意 偽りその他の不正手段により交付を受けたときは、30万円以下の過料に処せられます。 

（戸籍法 第 133条） 

 

 
請求先 

    〒８６５－０１９２(専用郵便番号)  熊本県玉名郡和水町江田３８８６番地 

    和水町役場 税務住民課 戸籍係 宛 （ＴＥＬ  ０９６８-８６-５７２３） 


